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事 務 局 長 制 定  

 

（趣旨） 

第１条 この内規は、国立大学法人東京医科歯科大学（以下「本学」という。）において、国立大

学法人東京医科歯科大学固定資産等管理要項（以下「固定資産等管理要項」という。）第２０条

及び国立大学法人東京医科歯科大学資産貸付取扱要領（以下「資産貸付取扱要領」という。）第

２０条の規定に基づき、大学間連携及び地域連携等を目的として、国立大学法人東京医科歯科

大学（以下「本学」という。）が所有する建物の一部（以下「レンタルオフィス」という。）を第

三者に貸し付ける場合の貸付の取扱いについて必要な事項を定める。 

 

（使用者の資格） 

第２条 レンタルオフィスの使用者となることができる者は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、学校法人 

(2) 国、地方公共団体及びその関係機関 

(3) その他公共のために業務を行う機関 

 

（用途） 

第３条 レンタルオフィスは、主に事務所として使用するものとする。 

 

（使用者の選定） 

第４条 使用者の選定に関しては、財務部財務企画課において募集を行い、建築委員会の承認を

得て使用者を決定するものとする。 

 

（貸付契約の方式） 

第５条 貸付契約の方式は、原則として借地借家法第三十八条に基づく定期建物賃貸借契約によ

るものとする。 

 

（貸付期間） 

第６条 貸付期間は、原則として２年以内とする。ただし、必要に応じて新たに賃貸借契約を締結

することを妨げない。 

 

（貸付料の算定） 

第７条 レンタルオフィスの貸付料は、国立大学法人東京医科歯科大学資産貸付料算定基準第７

を適用し、別表に基づき算定する。 

 

（その他） 

第８条 この内規に定めるもののほか、レンタルオフィスの貸付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

 

附 則 

この内規は、令和２年４月１日から施行する。 

  



別表 

 

区分 貸付料 共益費
光熱水料 

備考 
電気 水道 

レンタルオフィス 
４０，０００円

（㎡/年） 

５，６００円 

（㎡/年） 

別途、消費税及び 

地方消費税を加算 

 

光熱水料（電気及び水道）及び共益費相当額は定額とする。ただし、利用用途等により規定額

が著しく実情にそぐわないと認められる場合には、別途本学と使用者の間で協議のうえ決定す

る。 

 

 

 


